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新たな防災気象情報に伴う変更点について（依頼） 

 

 気象庁において、気象庁が発表する防災気象情報が大幅に見直され、令和８年５月 29日から運用

開始となります。新たな防災気象情報では、「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の警報・注意報

について、市町村が発令する「避難情報等」の警戒レベルに応じた情報へと統一されます。 

これに伴い、学校園における変更点を下記の通り整理しました。臨時休業や園児児童生徒の安全

確保等、警報発表時の対応については、これまでと変更はありませんが、学校園から保護者あてに

案内される「気象警報発表時の対応について」等に記載されている警報の名称変更など記載文言の

修正を願います。なお、暴風・大雪・暴風雪の警報等はこれまで通り変更はありません。 

 あわせて、園児児童生徒が自らの命を守る適切な避難行動がとれるよう、新たな気象情報を日頃

の防災教育の中で活用願います。 

記 

 

【学校園における変更点】 

１ 「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の警報・注意報にレベルと数字が入ります 

   （旧）「大雨警報」 → （新）「レベル３大雨警報」 

 

２ 河川氾濫の危険度の伝え方が変わります 

  ・従来の「洪水警報」および「洪水注意報」は廃止され、河川の区分に応じて、伝え方が変わり

ます。 

   （旧）「洪水警報」 → （新）「レベル３氾濫警報」または「レベル３大雨警報」 

  ・丹波篠山市内の河川（篠山川、宮田川などの中小河川）は、洪水予報河川（レベル３氾濫警報

など）の対象外となります。そのため、市内河川の増水・氾濫の危険性は、大雨による危険性

と統合され、今後は「レベル３大雨警報」として一括して発表されます。 

 

３ 「警戒レベル４相当」の情報は「危険警報」として発表されます 

  ・従来の警報（レベル３）の上に、自治体が「避難指示（全員避難）」を出す目安となる「レベ

ル４大雨危険警報」や「レベル４土砂災害危険警報」等が新設されます。 
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